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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２４年９月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（定置網） 

発生日時 平成２４年３月１９日 ０２時４０分ごろ 

発生場所 島根県松江市
ま つ え し

恵曇
え と も

漁港北東方沖 

 松江市所在の恵曇灯台から真方位０５４°４２６ｍ付近 

（概位 北緯３５°３２.７′ 東経１３２°５８.３′） 

事故調査の経過  平成２４年３月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八十泰然
たいぜん

丸、７５トン 

 １２７２７５、有限会社興祥水産 

 ３４.１０ｍ×５.８０ｍ×２.３０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、５０７kＷ、昭和６０年７月１５日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４９歳 

 六級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２０年７月２２日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２０年７月２２日 

免状有効期間満了日 平成２５年７月２１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船体 プロペラ先端部に曲損 

定置網 定置網固定用ロープ切損 

 事故の経過  本船は、船長ほか６人が乗り組み、平成２４年３月１７日１１時０

０分ごろ恵曇漁港を出港し、島根県隠岐諸島周辺で底引き網漁を行っ

たのち、３月１８日２０時００分ごろ島根県島後東方沖から恵曇漁港

に向けて対地速力約７.５ノットで自動操舵により南西進した。 

 船長は、島根県松江市多古鼻沖付近で約２°針路を変えたのち、床

に座った状態で当直を続けるうち、居眠りに陥った。 

 本船は、恵曇漁港北東方沖に設置されていた定置網に向けて航行を

続け、翌１９日０２時４０分ごろ恵曇灯台から真方位０５４°４２６

ｍ付近に設置された定置網に衝突し、プロペラ軸に定置網の固定用ロ

ープが絡んで自力航行できなくなった。 

 船長は、海上保安部に救助を求め、乗組員全員が海上保安庁により

救助されたのち、本船は、当日、恵曇漁港にえい
．．

航された。 
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 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ 

 その他の事項 

 

 船長は、本船の航海当直や操業中の操船を１人で行っており、短時

間の睡眠を小刻みにとるのみであり、睡眠不足になっていた。 

 船長は、本事故当時は波が高く、小型船が航行している可能性は低

いだろうと思っていた。 

 本船は、タイマー式の居眠り防止援助装置が設置されていたが、船

橋内で寝ていた乗組員を起こさないようにスイッチを切っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、恵曇漁港北東方沖を同漁港へ向けて航行中、単独で船橋当

直中の船長が、多古鼻沖付近で左に約２°針路を変えたのち、居眠り

に陥ったことから、恵曇漁港北東方沖に設置された定置網に向けて航

行し、同定置網に衝突したものと考えられる。 

 船長は、睡眠不足であったこと、及び前方に他船が認められなかっ

たので床に座って当直を続けるうち気が緩んだことから、居眠りに陥

った可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、恵曇漁港北東方沖を同漁港へ向けて航行

中、単独で船橋当直中の船長が、多古鼻沖付近で左に約２°針路を変

えたのち、居眠りに陥ったため、恵曇漁港北東方沖に設置された定置

網に向けて航行し、同定置網に衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、長時間の航海をする場合には他の乗組員と交替し、休息

を取ること。 

 ・航海中は、居眠り防止援助装置を常に作動させておくこと。 

 




